
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校等就学支援金制度 

①高等学校等就学支援金（国の授業料支援） 

＊年収約 910万円未満の世帯が対象（学校種：高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校 1

～3年生、専修学校高等課程） 

＊申込は、進学先の高校へ（入学時の 4月など手続きが必要な時期に学校から案内があります。） 

②高校生等奨学給付金（教科書・教材など授業料以外の教育費支援） 

＊生活保護世帯、年収約 270万円未満の世帯が対象 

＊申込は、進学先またはお住まいの都道府県へ 

③授業料軽減（都道府県の授業料支援） 

＊お住まいの都道府県が定める要件に該当する方が対象 

家庭の総収入や家族構成によって支援金の上限が変わりますが、公立高校・私立高校・通信制のそれ

ぞれに国より授業料を支援される制度が始まっています。手続きは高等学校に入学してからとなりま

す。日本全体で８割以上の生徒が、この制度を利用しているようです。上級学校の教育を受ける権利が

保障されるので、ぜひ公立・私立問わず進学先を検討して下さい。 

条件にあえば、授業料だけでなく、教科書や教材費などの給付制度もあります。また、合志市役所

等を調べていただくと、様々な福祉制度があるようです。合志市や熊本県のＨＰを調べたり、お問い

合わせいただければと思います。上記は文部科学省のＨＰより取り込んだものです。これら全ては

「育英金貸与」とは違い、給付されるもので返還の必要が無いものです。 


